
■
日
　
時
　
平
成
20
年
1
月
13
日（
日
）

　
　
　
　
　
午
前
10
時
30
分
か
ら

■
場
　
所
　
対
馬
市
中
対
馬
開
発
総
合

　
　
　
　
　
セ
ン
タ
ー（
峰
町
）

　
家
庭
か
ら
出
る
生
ご
み
を
堆
肥
化
し

て
栽
培
し
た
野
菜
や
草
花
の
コ
ン
テ
ス

ト
を
昨
年
度
に
続
き
開
催
し
ま
す
。

　
出
品
用
紙
は
対
馬
市
廃
棄
物
対
策
課
、

又
は
各
支
所
住
民
生
活
課
で
12
月
7
日

（
金
）ま
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

　
お
楽
し
み
抽
選
会
も
行
い
ま
す
の
で
、

皆
様
の
多
く
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

■
申
込
資
格
　
平
成
20
年
4
月
1
日
現

在
50
歳
未
満
で
、
真
に
対
馬
市
に
定
着

し
て
漁
業
を
営
も
う
と
い
う
強
い
意
志

を
有
す
る
健
康
な
人
。
（
U
・
I
タ
ー

ン
可
）

■
募
集
人
員
　
2
名

■
研
修
地
　
美
津
島
町
高
浜
漁
協

■
研
修
内
容
　
主
に
一
本
釣
り
、
延
縄

等
の
漁
法
の
実
践
指
導
を
、
高
浜
漁
協

管
内
の
漁
業
者
が
行
い
ま
す
。（
仕
掛
け

の
作
り
方
、
仕
掛
け
の
投
入
方
法
及
び

巻
上
方
法
、
ロ
ー
プ
ワ
ー
ク
、
船
舶
の

操
作
方
法
等
）

■
研
修
の
特
徴
　
研
修
中
は
収
入
が
な

い
の
で
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
研
修

者
に
は
、
生
活
費
の
補
助
制
度
が
あ
り

ま
す
。

■
研
修
期
間
　
最
長
2
年
間
で
、
1
年

間
に
90
日
程
度
の
指
導
を
受
け
る
こ
と

が
出
来
ま
す
。

■
受
付
期
間
　
平
成
19
年
12
月
20
日
ま
で

■
提
出
先
　
対
馬
市
役
所
水
産
振
興
課

内
「
対
馬
市
新
規
漁
業
者
就
業
推
進
協

議
会
」

■
申
込
書
請
求
先
　
申
込
書
は
対
馬
市

役
所
水
産
振
興
課
及
び
最
寄
り
の
支
所

地
域
振
興
課
で
配
布
し
ま
す
。

■
そ
の
他
　
住
居
に
つ
い
て
は
、
協
議

会
で
斡
旋
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

対
馬
市
新
規
漁
業
者
就
業
推
進
協
議
会

事
務
局
（
波
田
）

　
対
馬
市
厳
原
町
国
分
1
4
4
1
番
地

　
　
　（
対
馬
市
役
所
水
産
振
興
課
内
）

　
　
☎
0
9
2
0
（
5
3
）
6
1
1
1

　
対
馬
市
で
は
、
漁
業
就
業
者
の
減
少
、

高
齢
化
対
策
と
し
て
、後
継
者
の
確
保
・

育
成
を
目
的
と
し
、
新
規
に
漁
業
就
業

を
希
望
さ
れ
る
方
の
支
援
事
業
を
実
施

し
ま
す
。

　
本
年
度
は
2
名
の
研
修
生
受
入
を
計

画
し
て
い
ま
す
。
最
長
2
年
間
の
研
修

を
受
け
、
漁
師
と
し
て
一
本
立
ち
し
、

地
域
へ
定
住
し
て
い
た
だ
け
る
や
る
気

と
根
性
の
あ
る
方
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
詳
細
は
左
記
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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○
国
民
年
金
保
険
料
は
、�

　
　
　
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除（
非
課
税
）の
対
象
で
す
。�

　
　
年
末
調
整
や
確
定
申
告
で
国
民
年
金
保
険
料
を
申
告

　
す
る
場
合
は
、「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除

　
証
明
書
」の
添
付
等
が
必
要
で
す
。

　
　
同
証
明
書
は
11
月
上
旬
に
社
会
保
険
庁
か
ら
送
付
さ

　
れ
ま
す
の
で
、申
告
の
際
ま
で
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。�

○
社
会
保
険
庁
の
問
い
合
わ
せ
窓
口
は
、�

　
　
　
　
　
控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル�

　
　
　
　
　
　
　
　
☎
０
５
７
０（
０
０
）９
９
１
１
で
す
。

　
　
　
平
成
19
年
11
月
１
日
〜
平
成
20
年
３
月
14
日

　
　
　
平
日
９
時
〜
17
時

　
　「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」

　
に
記
載
さ
れ
て
い
る
月
分
以
外
の
保
険
料
を
12
月
31
日

　
ま
で
の
間
に
納
付
し
た
場
合
は
、
今
年
分
と
し
て
申
告

　
で
き
ま
す
か
？

　
　
今
年
分
と
し
て
申
告
で
き
ま
す
。
同
証
明
書
に
記
載

　
さ
れ
て
い
る
保
険
料
額
に
、
後
か
ら
納
付
し
た
保
険
料

　
額
を
合
算
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
後
か
ら

　
納
付
し
た
保
険
料
分
の「
領
収
証
書
」も
添
付
等
す
る
必

　
要
が
あ
り
ま
す
。

　
　
家
族
の
保
険
料
を
納
付
し
ま
し
た
が
、
控
除
の
対
象

　
と
な
り
ま
す
か
？

　
　
世
帯
主
又
は
配
偶
者
と
し
て
ご
家
族
の
国
民
年
金
保

　
険
料
を
納
付
し
た
場
合
は
、
納
付
し
た
方
が
そ
の
保
険

　
料
を
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】
長
崎
北
社
会
保
険
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
☎
０
９
５
（
８
６
１
）
１
２
１
１

▼
社
会
保
険
事
務
局
の
出
張
相
談
の
お
知
ら
せ�

　
◎
12
月
13
日（
木
）午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
対
馬
総
合
セ
ン
タ
ー�

な
り
ま
せ
ん
か
！�

対
馬
で
漁
師
に�

漁業研修生�
    募集！�
漁業研修生�
    募集！�

廃
棄
物
対
策
課�

☎
0
9
2
0（
5
3
）6
1
1
1
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→
研
修
風
景�
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